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令和７年度関税改正に関する答申（案）の概要

Ⅰ．令和７年度関税改正を巡る諸情勢

Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え方

１．暫定税率等の適用期限の延長等

⑴ 暫定税率の適用期限

⑵ 特別緊急関税制度

⑶ 加糖調製品に係る暫定税率

⑷ 給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の見直し

⑸ 「リチウム＝ビス（オキサラト）ボラート」の暫定税率化

⑹ 沖縄に係る関税制度上の特例措置（選択課税制度等）

２．個別品目の関税率の見直し

⑴ 「シクロヘキシル（エチル）（ジメチル）アンモニウム＝ブロミド」及び「シクロヘ

キシル（エチル）（ジメチル）アンモニウム＝ヒドロキシド」の関税率の見直し

⑵ 1,6 -ヘキサンジオールの関税率の見直し

３．特別特恵関税の適用期限の延長

４．その他

⑴ 納税環境の整備

⑵ レバノンに対する便益関税の適用

Ⅲ．引き続き検討すべき事項
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税関を取り巻く環境変化と税関の課題

 ＡＩの発展やデジタル化の進展等の技術革新、厳しさを増す安全保障環境など、税関を取り巻く
経済・社会情勢が急速に変化する中で、関税政策と税関行政を的確に遂行していくことが重要。

 輸入貨物の急増、入国旅客の大幅増への対応に加え、不正薬物や金地金の密輸、知財侵害物品の
輸入差止、ロシア等に対する経済制裁の実効性確保や軍事転用のおそれのある製品・技術の
不正輸出等防止など、これまで以上に効果的・効率的な水際取締りが求められている。来年に控
えた大阪・関西万博など、国際イベントが円滑かつ安全に開催されるよう、関連貨物の迅速通関
とともにテロ対策についても引き続き万全を期す必要。

 経済成長促進の観点からは、我が国の貿易総額の８割を占めるＥＰＡ等のより一層の利用促進支
援を進める必要。国際物流動向を踏まえた保税制度の利活用を進めることも重要な課題。

財務省及び税関の目指すべき姿

 財務省及び税関においては、経済・社会情勢の急速な変化の中で、日本経済に貢献できるかとい
う視点を持ちつつ、円滑な物流・人流の確保と水際取締りの間の的確なバランスを見いだし、世
界最先端の税関の実現に取り組んでいくことが肝要。

 「スマート税関の実現に向けたアクションプラン 2022」に掲げられた施策について、公表され
た工程表に沿って引き続き取り組んでいくことが必要。

 こうした取組に加え、経済・社会情勢等に即した適切な関税率の設定・関税制度の整備等を通じ
て、税関の使命である「安全・安心な社会の実現」、「適正かつ公平な関税等の賦課・徴収」、
「貿易円滑化の推進」の着実な遂行を図る観点から、下記の改正を行うことが適当。

Ⅰ．令和７年度関税改正を巡る諸情勢
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１．暫定税率等の適用期限の延長等

⑴ 暫定税率の適用期限

 暫定税率は、政策上の必要性等から、適用期限を定めて基本税率を暫定的に修正する税率。
その水準及び必要性については、常に見直していくべきものであり、適用期限の延長に際しては、
国内の生産者及び消費者等に及ぼす影響、国際交渉との関係、産業政策上の必要性等を考慮する
必要。

 令和７年３月31日に適用期限が到来する411品目に係る暫定税率について、その期限を令和８年
３月31日まで延長することが適当。

⑵ 特別緊急関税制度

 特別緊急関税制度については、対象となる品目は、ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉やＥＰＡ等に係
る交渉の対象となり得るものであり、国際交渉の状況を予断なく注視する必要があること、引き
続き国内産業を保護する必要があることから、令和７年３月31日に到来する適用期限を令和８年
３月31日まで延長することが適当。

Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅①
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Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅②

⑶ 加糖調製品に係る暫定税率

 加糖調製品のうち５品目について、調整金の拡大が可能となるよう、令和７年度のＣＰＴＰＰ税
率の設定状況等を踏まえ所要の暫定税率引下げを行うことが適当。

 今後の加糖調製品に係る暫定税率の設定においては、農林水産省に対して、加糖調製品と国産の
砂糖の価格差及び需給の動向、国内産糖に係る競争力強化の取組状況、暫定税率の引下げによる
政策効果について、消費者の視点も踏まえつつ、検証及び報告を求めるとともに、食料の安定的
な供給等における砂糖及び加糖調製品の位置づけを踏まえた関連制度の今後の在り方及びその在
り方の実現に向けた具体的な取組みを進め、それらの進捗等についても明らかにすることを求め
ることが適当。

 糖価調整制度の目的は、国内産糖の安定的な供給の確保を図ることで、国民生活の安定に寄与する
こと。

 加糖調製品に係る暫定税率については、

１．暫定税率等の適用期限の延長等

【例：ミルクの調製品（1901.90-219）】
WTO譲許⽔準
29.8%

調整⾦ 調整⾦現⾏
暫定税率
22.3%
21.2%

改正後
暫定税率 関税 暫定税率の

引下げ要望

＜令和６年度＞ ＜令和７年度＞

関税
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• 加糖調製品と国産の砂糖は依然として価格差が認められること

• 今後再び加糖調製品の輸入量が増加傾向に転じる可能性も否定
できないこと

• 国内産糖に係る競争力強化等に係る取組が進められていること

• 暫定税率の引下げにより確保した調整金を原資とした原料糖の価
格調整により、国産の砂糖の価格上昇が抑制され、消費者の利益
に寄与していると評価できること

• 農林水産省は、糖価調整制度の目的に照らして国内産糖への支
援の原資となる調整金を拡大する方針であること などを総合的に勘案。



Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅③

１．暫定税率等の適用期限の延長等

⑷ 給食用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の見直し

 幼稚園、小学校等の学校及び児童福祉施設等において提供される給食用脱脂粉乳は、発育途上に
ある児童や生徒の心身の健全な発育等を図る目的で関税の軽減措置の対象。子ども・子育て支援
法等の一部を改正する法律により、児童福祉法上に乳児等通園支援事業が新設。

 乳児等通園支援事業の実施に当たっては、行政による関与を受けることとなるため、現行の給食
用脱脂粉乳に対する関税軽減措置の対象施設の考え方と照らしても整合的。

 令和７年４月より新設される乳児等通園支援事業を行う施設において児童に提供される給食用脱
脂粉乳について、関税軽減措置の適用対象に加えることが適当。
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Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅④

１．暫定税率等の適用期限の延長等

⑸ 「リチウム＝ビス（オキサラト）ボラート（ＬｉＢＯＢ）」の関税率の見直し

 ＬｉＢＯＢは、電気自動車等に使用されるリチウムイオン電池（ＬＩＢ）用の電解液に使用され
る添加剤であり、引き続き高い需要が見込まれる化学品。

 国内生産者は存在せず、当分の間は国産化の可能性が低いことから、引き続き全量を輸入する状
況が続くと予想。関税を無税とすることは、仕入れに係るコストの低減を通じて、関連国内産業
の競争力強化に資する。

 他方、特定重要物資であるＬＩＢを含む蓄電池のサプライチェーンに係る物資については、安定
的な供給の確保が肝要。代替品の開発・生産支援を将来的に行う可能性も含めて、関連サプライ
チェーンの将来的な展開をよく見極める必要。

 ＬｉＢＯＢについて、暫定税率を無税とすることが適当。
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 選択課税制度及び保税蔵置場等の許可手数料の軽減措置の適用期限を令和９年３月31日まで２年
間延長することが適当。

 沖縄振興特別措置法に基づく国際物流地域の範囲が見直される場合、見直し後の国際物流地域に
おいても、これらの制度の適用を認めることが適当。

Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅⑤

１．暫定税率等の適用期限の延長等

⑹ 沖縄に係る関税制度上の特例措置（選択課税制度等）

 沖縄振興特別措置法に基づき、国際物流地域における関
税制度上の特例措置として、選択課税制度及び保税蔵置
場等の許可手数料の軽減措置が講じられており、令和７
年３月31日に適用期限が到来。

 選択課税制度及び保税蔵置場等の許可手数料の軽減措置
は、国際物流地域における企業誘致の観点から一つの魅
力。同地域における企業集積及び新規雇用者数の増加等
にも寄与し得る。

≪製品≫≪原料≫

（ex.関税率10％） （ex.関税率５％）

保税工場等

海外

選択可能原則

＜選択課税制度＞

国内
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Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅⑥

⑴ 「シクロヘキシル（エチル）（ジメチル）アンモニウム＝ブロミド（ＣＥＤＭＡＢ）」及び
「シクロヘキシル（エチル）（ジメチル）アンモニウム＝ヒドロキシド（ＣＥＤＭＡＨ）」の
関税率の見直し

 ＣＥＤＭＡＢ及びＣＥＤＭＡＨは、ディーゼルエンジンの排ガス浄化に使用されるＳＣＲ触媒
に用いられるゼオライトの原料。自動車排ガス規制の強化への対応に向けて、需要拡大が見込
まれている化学品。

 需要が限定的であるため、国内生産者は存在せず、今後も引き続き全量を輸入する状況が続く
と予想。

 調達安定性の確保及び国内ゼオライトメーカー等の国際競争力の維持を図るため、ＣＥＤＭＡ
Ｂ及びＣＥＤＭＡＨに係る基本税率を無税とすることが適当。

⑵ 1,6 -ヘキサンジオールの関税率の見直し

 1,6 -ヘキサンジオールは、幅広い製品に加工される各種化学製品の中間材料として利用される
化学品。最終製品には国民生活に密接に関わるものが多く、引き続き高い需要の見込み。

 今後の国産化の可能性も極めて低く、関税を無税にすることによる当該品目の国内生産への追
加的な影響は乏しい。

 1,6 -ヘキサンジオールを利用した最終製品の製造コストの抑制を通じた国内関連産業の競争力
の強化のため、基本税率を無税とすることが適当。

２．個別品目の関税率の見直し
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Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅⑦

３．特別特恵関税の適用期限の延長

 特恵関税制度は、開発途上国からの輸入物品に対して、一般の関税率より低い関税率（特恵税率）
を適用する制度。ＬＤＣに対しては、特別特恵関税制度として、約98％の輸入物品を無税無枠とす
る一層の優遇措置。国際連合総会の決議によりＬＤＣでなくなってから１年以内に特別特恵関税の
適用が除外。

 ＷＴＯにおいて、2023年10月、ＬＤＣ卒業後の円滑かつ持続的な移行期間を提供することを奨励す
る旨の一般理事会決定が採択。諸外国においても、ＥＵ（独、仏、伊）及び英国がＬＤＣ卒業国に
対して特恵関税をＬＤＣ卒業後も３年適用する措置を導入済み。

 Ｇ７広島サミット等で開発途上国との連携の重要性を訴えてきた我が国としても、特別特恵関税の
適用期限を、現行のＬＤＣ卒業後１年以内から３年以内に延長することが適当。

 特恵関税制度全体として、開発途上国の成長に一層寄与するとともに、必要とする国に恩恵が行き
わたるものとなるよう、制度の在り方全体を検討し、特恵関税制度の期限到来（令和12年度末）を
待たず不断の見直しを図ることが必要。
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Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅⑧

４．その他

 現行制度において、納付すべき税額等の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたもの
がある場合、電子取引データに記録された事項に関しては、重加算税が賦課されるときは、重加算
税の基礎となるべき税額に10％の割合を乗じて計算した金額を加算。

 近年、請求書等の電子取引において、データの内容の保存及び処理を自動化するシステムが流通。
内国税においては、複製・改ざん行為が困難であると認められるなど、一定の要件を満たしている
場合、電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の加重の適用対象から除外。

 関税においても、内国税と同様に、輸入取引の電子取引データについて、その保存及び処理を自動
化するシステムを利用した上で、一定の要件を満たして送受信・保存がされれば、電子取引データ
の複製・改ざん行為が困難。

 当該電子取引データに関連する隠蔽・仮装行為について、重加算税の加重の適用対象から除外する
ことが適当。

⑴ 納税環境の整備
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Ⅱ．令和７年度関税改正についての考え⽅⑨

４．その他

⑵ レバノンに対する便益関税の適用

 便益関税制度は、ＷＴＯに加盟しておらず、かつ我が国との間でＷＴＯ協定上の最恵国待遇を付与
するための二国間通商条約等を締結していない国・地域のうち、我が国に対して最恵国待遇と同様
の取扱いをしている国・地域に対し、相互主義の観点からＷＴＯ譲許税率を適用する制度。

 今般、レバノンより我が国に対し、ＷＴＯ譲許税率の適用を希望する旨の口上書が接到、同国を便
益関税の対象国に加えることの適否を検討。

 適用に当たっては、対象国が関税制度及び貿易制度上我が国を差別しておらず最恵国待遇と同様の
取扱いをしていること並びに対象国の社会経済情勢等を踏まえて判断。レバノンについては、我が
国に対する差別的取扱いは認められない。また、令和５年10月のガザ情勢悪化以降、周辺地域の情
勢が不安定化しているが、我が国としても、中東地域の安定化のため連携していく旨を同国と確認。

 令和７年４月１日以降、便益関税の対象国にレバノンを追加することが適当。なお、情勢不安が続
いていることを踏まえ、政令公布まで政府において情勢を慎重に見極めることが必要。
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Ⅲ．引き続き検討すべき事項

２. 犯則調査手続のデジタル化

 法務省においては、情報通信技術の進展等に対応した刑事手続のデジタル化を実現するた
めの刑事訴訟法等の改正を検討。

 関税法の犯則調査・処分の手続についても、犯則調査・処分に係る手続の円滑・迅速な実
現を図るとともに、犯則調査・処分に関与する国民の負担軽減を図る必要。

 刑事訴訟法等の改正が行われる場合、関税法上の犯則調査手続についても同様に、デジタ
ル化を実現するための制度の見直しを行うことが適当。

１. 不当廉売関税に係る迂回防止制度

 不当廉売関税に係る迂回防止制度の創設については、不当廉売関税制度の実効性を高め
る意義が認められることから、早期に実現する必要。制度設計に当たっては、制度創設
の必要性・期待される効果等や制度設計の妥当性・合理性及びＷＴＯ協定整合性の確保
等の精査・検討を十分に行い、有識者や関係者等の意見も踏まえ、実効性のある制度を
創設することが重要。早期の制度創設を念頭に、引き続き精査・検討することが適当。
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